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別表

１ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ ）。

２ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ ）。

３ 暴力団員が役員となっている事業者

４ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者

５ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等

を締結している者

６ 暴力団（員）に経済上の利益や便宜を供与している者

７ 役員等が暴力団（員）と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難さ

れる関係を有している者

８ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者


